
 

 

２０１９年１月２２日 

各 位 

株式会社 筑 波 銀 行 

 

不祥事件の発生について 

 

この度、弊行におきまして、下記の不祥事件が発生いたしました。社会的・公共的に大きな役割を担い、

信用を第一とし、高い倫理観が求められる金融機関として、かかる事態を招いたことにつきまして、役職員

一同、厳粛に受け止め深く反省いたしております。 

被害に遭われたお客さまをはじめ、日頃から当行をご愛顧いただいておりますお客さま、地域の皆さま並

びに株主の皆さまにご心配をおかけしましたことを心よりお詫び申し上げます。 

 

記 

１．事件の概要 

（１）事故者 

   元パート職員（女性、４８歳） 

（２）事故発生店舗 

   境支店 

（３）事件の内容 

   事故者は、境支店に勤務していた平成２９年１１月から平成３０年１１月までの間に、お客さまからの

集金分を着服（３先 被害額２，９７０，０００円）し、生活費等に充当しておりました。また、着服金

の穴埋めとしてお客さまからの集金分について入金日付を改ざんしながら流用（上記３先を含む５５先 

累計事故金額１８５，６３９，７６３円）することを繰り返し、後日に入金しておりました。 

行内調査の結果、本事案が判明したお客さま以外に被害にあわれたお客さまは確認されておりません。 

   なお、着服金については、事故者の親族より全額弁済されております。 

（４）発覚の経緯 

   お客さまから集金分が口座に入金となっていない旨申し出があり、行内調査の結果発覚いたしました。 

 

２．被害に遭われたお客さまへの対応 

被害に遭われたお客さまには、事実関係をお伝えするとともに、現状回復し深くお詫び申し上げました。 

 

３．監督官庁等への届出等 

   法令に基づく監督官庁への届出を行うとともに、所轄の警察署にも相談しております。 

 

４．人事処分 

事故者につきましては、平成３１年１月２１日付で懲戒解雇としております。また、関係役職員につき

ましては、経営責任、管理・監督責任の所在を明らかにしたうえで、厳格な処分を実施いたします。 

 

５．今後の対応 

当行は、これまでもコンプライアンス(法令等遵守)を経営の最重要課題として位置づけ、コンプライ

アンス態勢の強化に取り組んでまいりましたが、今般の事態を厳粛に受け止め、再発防止に向けて、内

部管理態勢の一層の充実・相互牽制の強化を図るとともに、信頼回復に向けて全行を挙げて取り組んで

まいります。 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<お客さま専用窓口> 

筑波銀行 ＣＳ推進室                   担当 成島 

電話番号 ： ０１２０－２１４－２９８ (フリーダイヤル) 

受付時間 ： 午前９時から午後５時まで(土・日・祝日は除きます。) 

<報道関係者窓口> 

筑波銀行 総合企画部広報室                 担当 鴨志田 

リスク統括部コンプライアンス・法務グループ   担当 大山 

電話番号 ： ０２９－８２９－７５４１ 

受付時間 ： 午前９時から午後５時まで(土・日・祝日は除きます。) 


